
 
 

 

 

 定期報告の概要  

定期報告については、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（以下「食品リサイクル法」という。）

に基づき、平成 21 年度より食品廃棄物等の発生量が一定規模(前年度の発生量１００トン)以上の食品関連

事業者は、毎年度、その前年度の実績について主務大臣に報告することが義務づけられている。 

  平成 2４年度に報告された定期報告の結果概要は、以下のとおりである。 

 

● 食品循環資源の再生利用等の実施率（４業種別） 

平成 2４年度における食品循環資源の再生利用等の実施率は、業種別に食品製造業で９６．０％、食品

卸売業で６７．５％、食品小売業で４９．６％、外食産業で３６．１％となった。 
 

 

【業種別総括表】 

 食品製造業 食品卸売業 食品小売業 外食産業 

H24 年度 96.0 67.5 49.6 36.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●参考：再生利用等実施率目標 

業種 平成 24 年度実施率目標 

食品製造業 85 % 

食品卸売業 70 % 

食品小売業 45 % 

外食産業 40 % 

 

 

 

【定期報告における再生利用等実施率について】 

 

 

 

 

 
 
再生利用等実施率   ＝ 

当該年度の（発生抑制量＋再生利用量＋熱回収量×0.95＋減量量） 

当該年度の（発生抑制量＋食品廃棄物等の発生量） 

■食品リサイクル法に基づく定期報告結果（平成２４年度実績）の概要 


